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自己株式の消却に関するお知らせ 

 

 株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ（以下「ＣＨＩＮＴＡＩ」といいます。）および株式会社エイブル（以下「エイブ

ル」といいます。）は、本日開催の両社取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を

それぞれ行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．ＣＨＩＮＴＡＩおよびエイブルにおける自己株式の消却について 

 

 ＣＨＩＮＴＡＩおよびエイブルは、両社が平成22年４月12日に締結した「共同株式移転契約」において、

平成22年11月１日に予定されている共同株式移転の効力発生の直前時にそれぞれが所有する自己株式の全

部を消却する旨の合意をしており、その合意に基づき、それぞれが自己株式を消却いたします。 

 

 ＣＨＩＮＴＡＩ エイブル 

1.消却する株式の種類 普通株式 普通株式 

2.消却する株式数 ＣＨＩＮＴＡＩが共同株式移

転の効力発生の直前時に所有

する自己株式の全部 

エイブルが共同株式移転

の効力発生の直前時に所

有する自己株式の全部 

3.消却日 平成22年11月１日 平成22年11月１日 

（ご参考） 

1.平成22年９月末日時点に所有

する自己株式数 

33,200株 273,419株 

2.消却後の発行済株式総数（※平

成22年９月末日時点に所有する

自己株式数を前提としておりま

す。） 

517,148株 13,466,754株 



２．株式会社エイブルＣＨＩＮＴＡＩホールディングスが共同株式移転により交付する新株式数

（予定） 

 

 従来の算定 今回の算定 増減 

普通株式 82,688,504株 82,688,334株 ▲170株 

（注）今回の算定につきましては、平成22年９月末日時点においてＣＨＩＮＴＡＩおよびエイブ

ルがそれぞれ所有する自己株式数を前提として算出した、ＣＨＩＮＴＡＩおよびエイブル

それぞれの自己株式消却後の発行済株式総数に基づいて計算しております。なお、ＣＨＩ

ＮＴＡＩ又はエイブルの発行済株式総数が変化した場合には、株式会社エイブルＣＨＩＮ

ＴＡＩホールディングスが交付する新株式数は変動することがあります。 

以上 


